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〔
判
示
事
項
〕

一　

非
公
開
化
を
目
的
と
す
る
株
式
併
合
（
第
一
回
株
式
併
合
）
に

つ
い
て
、
そ
の
公
正
性
を
担
保
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
、

客
観
的
に
み
て
公
正
な
手
続
に
基
づ
き
端
数
処
理
交
付
見
込
額
が

算
定
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、

第
一
回
株
式
併
合
に
続
い
て
あ
ら
た
め
て
株
式
併
合
（
本
件
株
式

併
合
）
が
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
が
時
間
的
に
近
接
し
て
お

り
、
目
的
を
同
じ
く
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
特
段
の
事
情
が
な

い
限
り
、
第
一
回
株
式
併
合
に
お
け
る
端
数
処
理
交
付
見
込
額
を

も
っ
て
本
件
株
式
併
合
に
お
け
る
端
数
処
理
交
付
見
込
額
と
し
て

も
、
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

二　

本
件
株
式
併
合
の
端
数
処
理
交
付
見
込
額
は
著
し
く
不
公
正
と

は
い
え
な
い
こ
と
か
ら
、
本
件
株
式
併
合
に
か
か
る
株
主
総
会
決

議
は
著
し
く
不
当
な
決
議
と
は
い
え
な
い
。

〔
参
照
条
文
〕

　

会
社
法
一
八
〇
条
・
八
三
一
条
一
項
三
号

〔
事
実
の
概
要
〕

　

Ｙ
株
式
会
社
は
、
平
成
二
五
年
以
来
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｑ
ス
タ
ン
ダ
ー

ド
市
場
に
上
場
し
て
い
た
も
の
の
、
業
績
が
低
迷
し
て
い
た
。
そ
こ

で
、
Ｙ
の
大
株
主
で
あ
る
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
の
四
者
（
本
件
株
主

株
式
併
合
に
お
け
る
「
著
し
く
不
当
な
決
議
」

〔
商
法　

六
二
七
〕

（
東
京
地
判
令
和
三
年
一
月
一
三
日

令
和
元
年
ワ
第
二
一
一
九
一
号
株
主
総
会
決
議
取
消
訴
訟
請
求
事
件

金
融
・
商
事
判
例
一
六
一
四
号
三
六
頁

）

判
例
研
究
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ら
：
い
ず
れ
も
株
式
会
社
）
は
、
Ｙ
の
経
営
の
効
率
化
を
目
的
に
、

Ａ
～
Ｄ
の
み
を
Ｙ
社
株
主
と
す
る
株
式
併
合
を
実
施
し
て
Ｙ
を
非
公

開
化
す
る
こ
と
を
計
画
し
た
。
平
成
三
〇
年
八
月
一
〇
日
以
降
、
Ｙ

と
本
件
株
主
ら
は
協
議
を
開
始
し
、
同
年
一
〇
月
二
六
日
に
は
、
株

式
併
合
に
お
け
る
端
数
処
理
交
付
見
込
額
を
一
株
六
一
三
〇
円
と
す

る
提
案
を
Ｙ
に
行
っ
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
Ｙ
の
取
締
役
は
一
名
を
除
い
て
、
Ａ
～
Ｄ
の
支
配
株

主
、
取
締
役
、
代
表
取
締
役
を
兼
任
し
て
い
た
。
そ
こ
で
Ｙ
は
、
前

記
株
式
併
合
手
続
の
公
正
性
の
担
保
の
た
め
、
①
リ
ー
ガ
ル
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
と
し
て
Ｌ
法
律
事
務
所
を
、
②
端
数
処
理
交
付
額
の
第
三
者

算
定
機
関
と
し
て
Ｍ
証
券
会
社
を
、
③
外
部
有
識
者
に
よ
る
第
三
者

委
員
会
を
選
任
・
設
置
し
た
。
複
数
回
の
協
議
を
経
て
、
端
数
処
理

交
付
見
込
額
は
一
株
六
、七
五
〇
円
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
平
成
三

一
年
一
月
二
三
日
開
催
の
Ｙ
臨
時
株
主
総
会
に
お
い
て
、
Ｙ
株
式
四

万
九
、八
四
二
株
を
一
株
（
端
数
処
理
交
付
額
は
一
株
六
七
五
〇
円
）

と
す
る
株
式
併
合
実
施
を
決
定
し
た
。
Ｙ
株
式
は
平
成
三
一
年
二
月

一
二
日
に
上
場
廃
止
と
な
り
、
同
月
一
五
日
に
株
式
併
合
の
効
力
が

発
生
し
た
（
第
一
回
株
式
併
合
）。

　

合
同
会
社
Ｘ
の
代
表
社
員
Ｅ
は
、
Ｙ
株
式
の
買
い
増
し
を
進
め
、

第
一
回
株
式
併
合
の
効
力
発
生
日
前
に
四
万
九
八
四
二
株
を
超
え
る

数
を
保
有
す
る
に
至
っ
た
。
そ
の
た
め
、
第
一
回
株
式
併
合
後
、
Ａ

（
四
五
株
）、
Ｂ
（
八
株
）、
Ｃ
（
八
株
）、
Ｄ
（
四
株
）
の
ほ
か
、
Ｅ

も
Ｙ
株
式
を
一
株
保
有
す
る
株
主
と
し
て
Ｙ
に
残
存
す
る
こ
と
と

な
っ
た
（
そ
の
後
、
Ｅ
は
Ｘ
に
株
式
を
譲
渡
）。
そ
こ
で
Ｙ
取
締
役

会
は
非
公
開
化
の
目
的
を
達
成
す
べ
く
、
二
回
目
の
株
式
併
合
（
本

件
株
式
併
合
）
の
実
施
を
決
定
し
た
。
本
件
株
式
併
合
は
、
Ｙ
株
式

を
二
株
か
ら
一
株
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
端
数
処
理
交
付
見
込
額
は

第
一
回
株
式
併
合
と
同
額
の
一
株
六
七
五
〇
円
と
設
定
さ
れ
た
（
決

定
プ
ロ
セ
ス
は
不
明
）。
本
件
株
式
併
合
に
か
か
る
株
主
総
会
は
令

和
元
年
五
月
八
日
に
開
催
・
可
決
さ
れ
、
同
月
一
七
日
に
本
件
株
式

併
合
の
効
力
が
発
生
し
た
。

　

以
上
の
事
実
関
係
の
も
と
、
本
件
株
式
併
合
に
か
か
る
令
和
元
年

五
月
八
日
開
催
の
株
主
総
会
決
議
の
取
消
し
・
無
効
が
問
題
と
な
っ

た
の
が
本
件
で
あ
る
。
Ｘ
は
九
つ
の
事
由
を
決
議
取
消
・
無
効
事
由

と
し
て
主
張
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
（
な
お
、
本
件
は
本
人
訴
訟
で
あ

る
）、
本
稿
で
は
特
別
利
害
関
係
人
に
よ
る
著
し
く
不
当
な
決
議

（
会
社
法
八
三
一
条
一
項
三
号
）
か
否
か
に
関
す
る
Ｘ
の
主
張
（
金

融
・
商
事
判
例
一
六
一
四
号
四
一
頁
参
照
）
に
対
応
す
る
判
示
事
項

の
み
を
取
り
上
げ
る
。

〔
判　

旨
〕

　

請
求
棄
却
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「
確
か
に
、
第
一
回
株
式
併
合
及
び
本
件
株
式
併
合
は
、
Ｙ
株
主

を
本
件
株
主
ら
の
み
と
す
る
Ｙ
の
非
公
開
化
を
目
的
と
し
た
一
連
の

取
引
で
あ
り
、
本
件
創
業
家
取
締
役
ら
は
、
本
件
株
式
併
合
後
も
継

続
し
て
Ｙ
の
株
主
と
な
る
本
件
株
主
ら
の
株
主
又
は
取
締
役
で
あ
る

か
ら
、
上
記
各
株
主
併
合
に
つ
い
て
Ｙ
と
類
型
的
な
利
益
相
反
関
係

に
あ
っ
た
…
…
。

　

し
か
し
、
Ｙ
は
、
第
一
回
株
式
併
合
の
実
施
及
び
第
一
回
株
式
併

合
の
諸
条
件
等
の
決
定
手
続
に
お
け
る
公
平
性
（
マ
マ
）
を
担
保
す

べ
く
、
リ
ー
ガ
ル
・
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
Ｌ
法
律
事
務
所
を
選
任

し
て
Ｙ
の
取
締
役
会
の
意
思
決
定
の
方
法
及
び
過
程
等
に
つ
い
て
法

的
助
言
を
受
け
つ
つ
、
本
件
株
主
ら
と
の
上
記
協
議
な
い
し
交
渉
に

臨
ん
で
い
る
上
、
端
数
処
理
交
付
見
込
額
の
公
正
性
を
担
保
す
べ
く

第
三
者
算
定
機
関
と
し
て
Ｍ
証
券
株
式
会
社
を
選
任
し
、
Ｙ
及
び
本

件
株
主
ら
か
ら
独
立
し
た
外
部
の
有
識
者
を
構
成
員
と
す
る
第
三
者

委
員
会
を
設
置
し
、
複
数
回
に
わ
た
る
協
議
・
検
討
を
経
た
上
で
本

件
端
数
処
理
交
付
額
を
一
株
あ
た
り
六
七
五
〇
円
と
決
定
し
て
い
る

…
…
。

　

そ
し
て
、
本
件
株
式
併
合
の
端
数
処
理
交
付
見
込
額
は
、
三
億
三

六
四
三
万
三
五
〇
〇
円
（
六
七
五
〇
円
×
第
一
回
併
合
前
の
四
万
九

八
四
二
株
）
で
あ
り
、
こ
の
金
額
は
、
第
一
回
株
式
併
合
の
端
数
処

理
交
付
見
込
額
と
実
質
的
に
同
額
で
あ
る
…
…
。

　

こ
の
よ
う
に
、
第
一
回
株
式
併
合
に
お
い
て
は
、
株
式
併
合
の
公

正
性
を
担
保
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
、
客
観
的
に
み
て
公
正

な
手
続
が
実
質
的
に
履
践
さ
れ
た
上
で
端
数
処
理
交
付
見
込
額
が
定

め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
第
一
回
株
式
併
合
と
日
時
が
近
接
し
、
株
式

併
合
の
目
的
を
同
じ
く
す
る
本
件
株
式
併
合
に
お
い
て
も
、
特
段
の

事
情
が
な
い
限
り
上
記
手
続
で
定
め
ら
れ
た
端
数
処
理
交
付
金
額
を

尊
重
す
べ
き
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
本
件
株
式
併
合
の
端
数
処
理
見
込
額
が
Ｙ
純
資
産

額
と
乖
離
し
て
い
る
と
し
て
も
、
著
し
く
不
公
正
で
あ
る
と
は
い
え

ず
、
本
件
創
業
家
取
締
役
ら
が
Ｙ
の
立
場
に
お
い
て
上
記
協
議
な
い

し
交
渉
に
参
加
し
た
こ
と
を
認
め
る
証
拠
は
な
い
。」

　
「
本
件
株
式
併
合
の
端
数
処
理
交
付
見
込
額
が
著
し
く
不
公
正
と

は
い
え
な
い
こ
と
は
、
前
記
…
…
で
判
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、

本
件
株
式
併
合
の
承
認
決
議
は
、「
著
し
く
不
当
な
決
議
」（
会
社
法

八
三
一
条
一
項
三
号
）
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。」

〔
研　

究
〕

一　

本
判
決
の
意
義
・
特
徴

　

本
判
決
は
、
Ｙ
社
の
支
配
株
主
で
あ
る
Ａ
～
Ｄ
（
い
ず
れ
も
株
式

会
社
）
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
、
上
場
会
社
の
「
非
公
開
化
」（
本

判
決
の
表
現
に
よ
る
。
以
下
本
稿
で
は
こ
の
表
現
を
用
い
る
）
を
目
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的
と
す
る
株
式
併
合
に
か
か
る
株
主
総
会
決
議
の
適
法
性
（
会
社
法

八
三
一
条
一
項
三
号
）
が
問
題
と
な
っ
た
。
平
成
二
六
年
会
社
法
改

正
後
（
株
式
併
合
に
関
す
る
改
正
に
つ
い
て
、
坂
本
三
郎
編
著
『
一

問
一
答
・
平
成
二
六
年
改
正
会
社
法
〔
第
二
版
〕』（
商
事
法
務
、
二

〇
一
五
年
）
三
〇
〇
頁
以
下
参
照
）、
株
式
併
合
に
よ
る
少
数
株
主

の
締
出
し
が
問
題
と
な
っ
た
裁
判
例
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
（
公
刊
裁
判
例
と
し
て
、
大
阪
高
決
平
成
二
九
年
一
一
月
二
九

日
金
融
・
商
事
判
例
一
五
四
一
号
三
五
頁
、
札
幌
地
判
令
和
三
年
六

月
一
一
日
金
融
・
商
事
判
例
一
六
二
四
号
二
四
頁
が
あ
る
。
以
下
で

言
及
す
る
）。

　

本
判
決
以
前
に
公
刊
さ
れ
た
上
場
会
社
の
非
公
開
化
を
目
的
と
す

る
株
式
併
合
に
関
す
る
裁
判
例
は
、
公
開
買
付
が
行
わ
れ
た
後
に
公

開
買
付
価
格
と
同
額
を
端
数
処
理
交
付
額
と
す
る
株
式
併
合
が
実
施

さ
れ
た
、
と
い
う
事
案
で
あ
っ
た
（
前
掲
・
大
阪
高
決
平
成
二
九
年

一
一
月
二
九
日
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
判
決
は
公
開
買
付
を
行
う

こ
と
な
く
、
株
式
併
合
の
み
に
よ
っ
て
非
公
開
化
が
実
施
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
本
件
で
は
、
株
式
併
合
に
反
対
す
る
株
主
に
よ
っ
て
株

式
買
取
請
求
権
（
会
社
法
一
八
二
条
の
四
）
が
行
使
さ
れ
て
お
ら
ず
、

そ
の
対
価
の
不
当
性
（
本
判
決
の
表
現
に
よ
れ
ば
「
端
数
処
理
交
付

見
込
額
」。
以
下
、
本
稿
で
は
こ
の
表
現
を
用
い
る
）
そ
の
も
の
が

争
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
端
数
処
理
交
付
見
込
額
の
妥
当
性
の
問

題
が
、
株
式
併
合
に
か
か
る
株
主
総
会
決
議
の
取
消
事
由
の
問
題
の

中
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
本
件
で
は
、
第
一
回
株
式
併
合
の
効
力
発
生
直
前
に
Ｙ

の
少
数
株
主
で
あ
る
Ｘ
の
代
表
社
員
Ｅ
が
Ｙ
株
式
を
買
い
進
め
て
い

た
た
め
、
非
公
開
化
の
後
に
Ｙ
の
株
主
と
し
て
残
る
こ
と
が
予
定
さ

れ
て
い
な
い
者
が
、
Ｙ
の
株
主
と
し
て
残
存
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の

た
め
Ｙ
は
、
や
む
を
得
ず
こ
れ
に
続
い
て
二
回
目
の
株
式
併
合
を
実

施
し
て
い
る
（
第
一
回
株
式
併
合
に
つ
い
て
も
株
主
総
会
決
議
取
消

訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
い
た
（
東
京
地
判
令
和
二
年
六
月
二
二
日
Ｌ
Ｅ

Ｘ
／
Ｄ
Ｂ 25585176

。
得
津
晶
「
本
件
判
批
」
法
学
教
室
四
九
一

号
（
二
〇
二
一
年
）
一
五
五
頁
参
照
））。
二
回
目
の
株
式
併
合
で
あ

る
本
件
株
式
併
合
の
実
施
に
よ
っ
て
、
当
初
の
目
的
を
達
成
し
た
こ

と
に
な
る
が
、
本
判
決
は
、
第
一
回
株
式
併
合
に
お
け
る
手
続
の
公

正
性
を
も
っ
て
、
本
件
株
式
併
合
の
適
法
性
を
肯
定
し
て
い
る
。

二　

本
稿
に
お
け
る
検
討
内
容

　

本
件
に
お
い
て
Ｘ
は
多
数
に
わ
た
る
株
主
総
会
決
議
無
効
事
由
・

取
消
事
由
（
九
つ
の
事
由
）
を
主
張
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
特
に

理
論
的
に
重
要
な
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
、
決
議
の
不
当
性
（
会
社

法
八
三
一
条
一
項
三
号
）
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
検
討
す
る
こ
と
に

す
る
（
こ
の
問
題
を
中
心
に
検
討
す
る
先
行
評
釈
と
し
て
、
得
津
・
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前
掲
一
五
五
頁
、
受
川
環
大
「
本
件
判
批
」
金
融
・
商
事
判
例
一
六

二
二
号
（
二
〇
二
一
年
）
二
頁
、
六
―
七
頁
）。
以
下
で
は
本
判
決

の
判
示
事
項
を
再
確
認
し
た
の
ち
、
本
稿
に
お
け
る
検
討
課
題
を
示

す
。

　

本
件
で
は
、
Ｙ
の
創
業
家
取
締
役
ら
が
、
Ｙ
の
株
主
と
し
て
残
存

す
る
こ
と
に
な
る
（
支
配
株
主
で
あ
る
）
Ａ
～
Ｄ
社
の
支
配
株
主
・

取
締
役
・
代
表
取
締
役
を
そ
れ
ぞ
れ
兼
任
し
て
い
た
。
以
上
の
事
実

関
係
を
重
視
し
た
裁
判
所
は
、
本
件
株
式
併
合
に
つ
い
て
「
類
型
的

な
利
益
相
反
関
係
」
が
あ
る
こ
と
を
認
定
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、

非
公
開
化
を
目
的
と
す
る
第
一
回
株
式
併
合
の
手
続
に
つ
い
て
、

「
公
正
性
を
担
保
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
、
客
観
的
に
み
て

公
正
な
手
続
が
実
質
的
に
履
践
さ
れ
た
上
で
端
数
処
理
交
付
見
込
額

が
定
め
ら
れ
て
い
る
」
と
判
断
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
続
い

て
行
わ
れ
た
本
件
株
式
併
合
に
お
け
る
端
数
処
理
交
付
見
込
額
に
つ

い
て
も
、「
日
時
が
近
接
し
、
株
式
併
合
の
目
的
を
同
じ
く
す
る
」

場
合
に
は
、「
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
」
第
一
回
株
式
併
合
手
続

で
「
定
め
ら
れ
た
端
数
処
理
交
付
額
を
尊
重
す
べ
き
」
と
す
る
。
以

上
を
踏
ま
え
て
、「
本
件
株
式
併
合
の
端
数
処
理
見
込
額
が
著
し
く

不
公
正
と
は
い
え
な
い
」
こ
と
か
ら
「
著
し
く
不
当
な
決
議
」（
会

社
法
八
三
一
条
一
項
三
号
）
で
は
な
い
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
以
上

の
論
理
を
採
用
す
る
本
判
決
に
は
、
以
下
の
検
討
課
題
が
あ
る
と
考

え
る
。

　

第
一
に
、
株
式
併
合
に
か
か
る
端
数
処
理
交
付
見
込
額
の
妥
当
性

の
検
討
に
当
た
っ
て
、
本
判
決
が
採
用
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て

で
あ
る
。
本
判
決
の
判
示
は
、
最
決
平
成
二
八
年
七
月
一
日
民
集
七

〇
巻
六
号
一
四
四
五
頁
（
最
決
平
成
二
八
年
）「
に
沿
う
も
の
で
あ

る
」（
得
津
・
前
掲
一
五
五
頁
）
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
最
決
平

成
二
八
年
は
「
公
開
買
付
前
置
型
キ
ャ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト
」（
藤
田
友

敬
「
公
開
買
付
前
置
型
キ
ャ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト
に
お
け
る
公
正
な
対

価
」
資
料
版
／
商
事
法
務
三
八
八
号
（
二
〇
一
六
年
）
四
八
頁
）
の

事
案
で
あ
っ
た
（
前
掲
・
大
阪
高
決
平
成
二
九
年
一
一
月
二
九
日
も

同
様
）。
公
開
買
付
を
前
提
と
し
て
お
ら
ず
、
し
か
も
反
対
株
主
に

よ
る
株
式
買
取
請
求
権
が
行
使
さ
れ
て
い
な
い
本
判
決
に
つ
い
て
も
、

最
決
平
成
二
八
年
と
同
様
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

か
が
問
題
と
な
る
。

　

第
二
に
、
Ｙ
の
一
連
の
措
置
が
株
式
併
合
手
続
の
「
公
正
性
を
担

保
す
る
」
も
の
と
い
え
る
か
に
つ
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件

に
お
け
る
Ｙ
の
一
連
の
措
置
が
「
類
型
的
な
利
益
相
反
関
係
」
を
解

消
す
る
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
か
が
問
題
と
な
る
。
本
判
決
は
、

第
一
回
株
式
併
合
手
続
に
お
け
る
Ｙ
の
措
置
が
「
公
正
性
を
担
保
す

る
」
も
の
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
本
件
株
式
併
合
に
お
け
る
端
数

処
理
交
付
額
を
尊
重
す
べ
き
と
す
る
。
な
ぜ
第
一
回
株
式
併
合
に
関
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す
る
評
価
を
も
っ
て
本
件
株
式
併
合
が
正
当
化
さ
れ
る
の
か
、
と
い

う
点
に
つ
い
て
も
検
討
が
必
要
と
な
る
。

　

第
三
に
、「
決
議
の
不
当
性
」
を
否
定
す
る
結
論
に
つ
い
て
で
あ

る
。
前
述
の
よ
う
に
本
判
決
は
、
端
数
処
理
交
付
見
込
額
が
適
切
で

あ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
端
的
に
「「
著
し
く
不
当
な
決
議
」
…
…
と

は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
り
、
会
社
法
八
三
一
条
一

項
三
号
の
要
件
論
を
踏
ま
え
た
当
て
は
め
を
行
っ
て
い
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
従
来
の
学
説
・
裁
判
例
に
お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
て
検

証
す
る
必
要
が
あ
る
。

三　

端
数
処
理
交
付
見
込
額
の
公
正
性
の
問
題

　

前
述
の
よ
う
に
、
本
判
決
は
、
最
決
平
成
二
八
年
の
論
理
に
沿
っ

て
端
数
処
理
交
付
見
込
額
の
妥
当
性
を
検
討
し
て
い
る
（
得
津
・
前

掲
一
五
五
頁
参
照
）。
学
説
で
は
、「
Ｍ
Ｂ
Ｏ
や
支
配
株
主
に
よ
る
少

数
株
主
の
締
出
し
な
ど
の
構
造
的
な
利
益
相
反
の
問
題
が
懸
念
さ
れ

る
企
業
買
収
の
場
面
で
は
、
裁
判
所
は
、（
第
一
段
階
目
の
取
引
で

あ
る
公
開
買
付
け
に
関
す
る
）
公
開
買
付
価
格
の
形
成
過
程
に
お
け

る
公
正
さ
を
審
査
し
た
上
で
、
公
正
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
当
該

価
格
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
不
公
正
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
限
っ

て
独
自
に
公
正
な
価
格
（
シ
ナ
ジ
ー
適
正
分
配
価
格
）
を
算
定
す
べ

き
と
す
る
見
解
が
多
数
」
で
あ
り
（
白
井
正
和
「
非
独
立
当
事
者
間

の
企
業
買
収
に
お
け
る
「
公
正
な
価
格
」
の
算
定
―
ジ
ュ
ピ
タ
ー
テ

レ
コ
ム
事
件
を
踏
ま
え
て
」
田
中
亘
ほ
か
編
『
論
究
会
社
法
』（
有

斐
閣
、
二
〇
二
〇
年
）
二
一
五
頁
）、
最
決
平
成
二
八
年
の
立
場
は
、

こ
の
よ
う
な
「
学
説
の
多
数
説
と
お
お
む
ね
軌
を
一
と
す
る
も
の
」

（
白
井
・
前
掲
二
一
六
頁
。
以
上
の
多
数
説
に
ほ
と
ん
ど
批
判
は
み

ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
柳
明
昌
「
Ｍ
＆
Ａ
指
針
と
公
正
な
価

格
」
法
律
時
報
九
三
巻
九
号
（
二
〇
二
一
年
）
三
八
頁
は
、「
裁
判

所
の
価
格
決
定
で
交
渉
価
格
を
上
回
る
現
実
的
な
脅
威
が
な
く
な
れ

ば
、
対
象
会
社
の
株
主
は
価
格
決
定
を
申
し
立
て
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ブ
を
殺
が
れ
、
合
理
的
な
買
収
者
に
買
取
請
求
の
リ
ス
ク
を
無
視
す

る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
」
と
指
摘
す
る
。
黒
沼
悦
郎
「
株
式

買
取
請
求
権
に
関
す
る
一
省
察
」
同
ほ
か
編
『
企
業
法
の
進
路
』

（
有
斐
閣
、
二
〇
一
七
年
）
四
二
五
頁
以
下
も
参
照
）
で
あ
る
と
説

明
さ
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
繰
り
返
す
よ
う
に
、
最
決
平
成
二
八
年
は
「
公
開
買

付
前
置
型
キ
ャ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト
」
の
事
案
で
あ
る
。
そ
の
射
程
に
つ

い
て
は
、「
構
造
的
な
利
益
相
反
が
あ
る
二
段
階
買
収
全
般
に
当
て

は
ま
る
」（
松
中
学
「
Ｊ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
最
高
裁
決
定
と
構
造
的
な
利
益
相

反
の
あ
る
二
段
階
買
収
に
お
け
る
「
公
正
な
価
格
」」
商
事
法
務
二

一
一
四
号
（
二
〇
一
六
年
）
五
頁
。
利
益
相
反
関
係
の
あ
る
株
式
併

合
に
か
か
る
株
式
買
取
請
求
権
の
行
使
と
「
公
正
な
価
格
」
の
算
定
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に
関
し
て
は
先
行
す
る
議
論
が
あ
る
。
岩
原
紳
作
編
『
会
社
法
コ
ン

メ
ン
タ
ー
ル
補
巻
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
九
年
）
二
五
〇
頁
以
下

〔
飯
田
秀
総
〕
参
照
）
と
し
て
も
、
本
件
の
よ
う
な
「
公
開
買
付
前

置
型
キ
ャ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト
」
で
は
な
い
事
案
に
つ
い
て
も
同
様
に
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
（
松
尾
健

一
「
組
織
再
編
に
お
け
る
株
式
買
取
請
求
権
」
法
学
教
室
四
三
三
号

（
二
〇
一
六
年
）
一
二
頁
は
「
親
会
社
が
株
式
交
換
に
よ
っ
て
子
会

社
を
完
全
子
会
社
化
す
る
場
合
等
に
も
妥
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
」

と
論
じ
る
）。
ま
た
、
従
来
の
議
論
は
、
企
業
買
収
に
反
対
す
る
株

主
に
よ
っ
て
株
式
買
取
請
求
権
の
行
使
や
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株

式
の
買
取
価
格
決
定
の
申
立
て
が
行
わ
れ
、
対
価
の
不
当
性
が
真
正

面
か
ら
争
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
た
議
論
で
あ
っ
た
。
本

件
の
よ
う
に
、
反
対
株
主
に
よ
る
株
式
買
取
請
求
権
が
行
使
さ
れ
て

い
な
い
、
株
式
併
合
に
伴
う
端
数
処
理
の
場
合
に
は
ど
の
よ
う
に
考

え
る
べ
き
か
、
ま
ず
は
こ
の
点
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

ま
ず
本
件
は
、「
公
開
買
付
前
置
型
キ
ャ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト
」
で
は

な
い
た
め
、
最
決
平
成
二
八
年
の
論
理
が
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
わ
け

で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
反
対
株
主
に
よ
っ
て
株
式
買
取
請
求

権
が
行
使
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
株
式
併
合
に
よ
っ
て
端
数
処

理
の
対
象
と
な
る
株
主
は
株
式
を
失
い
、
会
社
か
ら
強
制
的
に
退
出

す
る
こ
と
に
な
る
。
株
式
併
合
に
よ
る
端
数
処
理
の
場
合
に
も
、
適

切
な
退
出
対
価
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
違
い
は

な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
久
保
田
安
彦
「
少
数
株
主
の
締
め
出

し
」
同
『
会
社
法
の
学
び
方
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
八
年
）
二

一
六
頁
は
、
株
式
併
合
に
お
け
る
端
数
処
理
交
付
額
の
問
題
に
関
し

て
、「
反
対
株
主
が
株
式
買
取
請
求
を
し
た
場
合
に
得
ら
れ
る
「
公

正
な
価
格
」（
会
社
一
八
二
条
の
四
第
一
項
）
と
同
義
で
あ
る
こ
と

に
な
り
そ
う
で
あ
る
」
と
論
じ
る
）。
ま
た
、
構
造
的
な
利
益
相
反

関
係
が
あ
る
場
合
に
は
、
会
社
が
決
定
し
た
退
出
対
価
を
そ
の
ま
ま

尊
重
す
べ
き
で
は
な
く
、
公
正
性
を
担
保
す
る
措
置
が
必
要
と
な
る

点
に
お
い
て
も
、
株
式
買
取
請
求
権
が
行
使
さ
れ
た
場
合
の
買
取
価

格
の
算
定
等
と
株
式
併
合
に
お
け
る
端
数
処
理
交
付
見
込
額
の
算
定

に
お
い
て
違
い
は
な
い
と
い
え
る
（
親
会
社
に
よ
る
子
会
社
の
公
開

買
付
け
を
念
頭
に
お
い
た
議
論
で
あ
る
が
、
加
藤
貴
仁
「
Ｍ
Ｂ
Ｏ
と

親
会
社
に
よ
る
子
会
社
の
非
公
開
化
の
規
制
は
同
一
で
あ
る
べ
き

か
？
」
田
中
亘
＝
森
・
濱
田
松
本
法
律
事
務
所
編
『
日
本
の
公
開
買

付
け
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
年
）
二
一
八
頁
は
「
Ｍ
Ｂ
Ｏ
と
親
会

社
に
よ
る
子
会
社
の
非
公
開
化
は
、
規
制
に
よ
っ
て
対
象
会
社
の
株

主
お
よ
び
子
会
社
の
少
数
派
株
主
が
公
正
な
価
格
を
得
る
こ
と
が
保

障
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
点
で
は
共
通
す
る
」
と
論
じ
る
）。
さ
ら
に
、

「
裁
判
所
が
独
自
に
公
正
な
取
得
価
格
を
算
定
す
る
こ
と
は
、
非
常

に
大
き
な
困
難
を
伴
う
上
に
、
裁
判
所
が
判
断
を
誤
る
可
能
性
も
小
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さ
く
な
い
」（
久
保
田
安
彦
「
公
開
買
付
け
後
に
行
わ
れ
る
全
部
取

得
条
項
付
種
類
株
式
の
取
得
価
格
」
法
学
教
室
四
七
一
号
（
二
〇
一

九
年
）
一
三
頁
）
と
い
う
「
公
正
な
価
格
」
の
算
定
に
関
す
る
指
摘

は
、
株
式
併
合
に
か
か
る
端
数
処
理
交
付
額
の
算
定
に
つ
い
て
も
当

て
は
ま
る
（
な
お
、
経
済
産
業
省
「
公
正
な
Ｍ
＆
Ａ
の
在
り
方
に
関

す
る
指
針
―
企
業
価
値
の
向
上
と
株
主
利
益
の
確
保
に
向
け
て
―
」

（
二
〇
一
九
年
六
月
二
八
日
）《https://w

w
w
.m
eti.go.jp/pre

ss/2019/06/20190628004/20190628004_01.pdf

》
九
頁
は
、「
支

配
株
主
に
よ
る
従
属
会
社
の
買
収
の
場
合
に
は
、
買
収
者
と
な
る
支

配
株
主
の
保
有
す
る
議
決
権
の
割
合
が
Ｍ
＆
Ａ
の
前
か
ら
既
に
高
い

た
め
、
支
配
株
主
が
自
己
に
有
利
な
取
引
条
件
を
一
方
的
に
決
定
し
、

従
属
会
社
の
一
般
株
主
の
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
は
Ｍ
Ｂ
Ｏ
に
比

し
て
も
高
く
、
Ｍ
Ｂ
Ｏ
よ
り
も
更
に
厳
格
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
と

の
指
摘
も
あ
る
」
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
指
摘
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、

本
件
に
つ
い
て
は
よ
り
厳
格
な
審
査
が
必
要
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
加
藤
・
前
掲
論
文
二
一
八
頁
以
下
お
よ
び
本
稿
五
参
照
）。

　

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
株
式
併
合
に
反
対
す
る
株
主
に
よ
っ
て
株

式
買
取
請
求
権
が
行
使
さ
れ
て
お
ら
ず
、
決
議
の
不
当
性
の
問
題
の

中
で
端
数
処
理
交
付
見
込
額
の
妥
当
性
（
対
価
の
不
当
性
）
が
問
題

と
な
っ
て
い
る
本
件
に
つ
い
て
も
、
株
式
買
取
請
求
権
や
全
部
取
得

条
項
付
種
類
の
価
格
決
定
の
申
立
て
の
事
案
と
同
様
の
ア
プ
ロ
ー
チ

に
よ
っ
て
、
対
価
の
妥
当
性
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
い
え
る
（
久

保
田
・
前
掲
書
二
一
九
頁
参
照
）。
す
な
わ
ち
、
本
決
定
が
そ
う
で

あ
る
よ
う
に
、「
類
型
的
な
利
益
相
反
関
係
」
が
存
在
す
る
本
件
の

端
数
処
理
交
付
額
の
算
定
に
際
し
て
は
、
会
社
に
よ
る
恣
意
的
な
決

定
を
排
除
す
べ
く
そ
の
公
正
性
を
担
保
す
る
措
置
が
要
求
さ
れ
、
そ

し
て
こ
れ
が
肯
定
で
き
る
場
合
に
は
、
会
社
の
決
定
し
た
端
数
処
理

交
付
額
を
尊
重
す
べ
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

四　

Ｙ
の
措
置
は
「
公
正
性
を
担
保
す
る
」
も
の
と
い
え
る
か

　

そ
れ
で
は
、
三
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
し
て
、

本
件
に
お
け
る
Ｙ
の
一
連
の
措
置
が
本
件
株
式
併
合
手
続
と
端
数
処

理
交
付
見
込
額
の
「
公
正
性
を
担
保
」
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え

る
か
が
問
題
と
な
る
。
本
判
決
は
、
①
リ
ー
ガ
ル
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と

し
て
法
律
事
務
所
を
、
②
端
数
処
理
交
付
見
込
額
の
算
定
機
関
と
し

て
証
券
会
社
を
、
③
外
部
有
識
者
を
構
成
員
と
す
る
第
三
者
委
員
会

を
そ
れ
ぞ
れ
選
任
・
設
置
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
本
件
「
端
数

処
理
交
付
額
が
Ｙ
純
資
産
額
と
乖
離
し
て
い
る
と
し
て
も
、
か
か
る

見
込
額
が
著
し
く
不
公
正
で
あ
る
と
は
い
え
」
な
い
と
し
て
い
る
。

Ｙ
の
採
用
し
た
「
公
正
性
を
担
保
す
る
た
め
」
の
一
連
の
措
置
を
適

切
・
妥
当
な
も
の
と
評
価
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

　

先
行
評
釈
に
お
い
て
も
、
本
件
「
端
数
処
理
交
付
見
込
額
は
、
会
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社
法
施
行
規
則
お
よ
び
有
価
証
券
上
場
規
程
に
従
っ
て
、
株
式
併
合

の
公
正
性
担
保
措
置
（
専
門
家
の
法
的
助
言
、
第
三
者
委
員
会
の
設

置
）
が
講
じ
ら
れ
、
か
つ
公
正
な
手
続
（
第
三
者
機
関
に
よ
る
株
式

価
値
評
価
書
の
取
得
）
が
履
践
さ
れ
た
う
え
で
定
め
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
」「
し
た
が
っ
て
、
第
一
回
株
式
併
合
の
端
数
処
理
交
付
見
込

額
の
相
当
性
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
審
査
に
お
い
て
も
、
会
社
と
支

配
株
主
と
の
間
で
合
意
さ
れ
た
金
額
を
尊
重
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」

（
受
川
・
前
掲
六
頁
）
と
し
て
、
Ｙ
の
と
っ
た
一
連
の
措
置
は
肯
定

的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
以
上
の
事
実
認
定
の
み
を
も
っ
て
、
手
続
の
公

正
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
も
の
と
評
価
し
、
端
数
処
理
交
付
額
を
尊

重
す
る
べ
き
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
判
旨

を
読
む
限
り
、
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
第
三
者
委
員
会
が
設

置
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
構
成
員
は
ど
の
よ
う
な
者
で
あ
る
の
か
、
ど

の
よ
う
な
権
限
を
有
す
る
の
か
と
い
っ
た
点
が
明
ら
か
で
は
な
い

（
最
決
平
成
二
八
年
に
関
す
る
こ
の
問
題
の
指
摘
と
し
て
、
松
中
・

前
掲
一
〇
―
一
一
頁
、
藤
田
友
敬
「
公
開
買
付
前
置
型
キ
ャ
ッ
シ
ュ

ア
ウ
ト
と
株
式
の
取
得
価
格
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
〇
号
（
二
〇
一

七
年
）
九
四
頁
、
伊
藤
靖
史
「
最
決
平
成
二
八
年
判
批
」
判
例
評
論

七
〇
四
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
六
二
頁
な
ど
参
照
。
ま
た
、
前
掲
・

大
阪
高
決
平
成
二
九
年
一
一
月
二
九
日
に
関
し
て
酒
井
太
郎
「
同
決

定
判
批
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
五
八
号
（
二
〇
一
九
年
）
八
一

頁
）。
本
判
決
の
認
定
し
た
第
一
回
株
式
併
合
に
関
す
る
交
渉
の
過

程
を
見
る
限
り
、
業
績
が
低
迷
し
て
い
た
と
い
う
当
時
の
Ｙ
の
置
か

れ
た
状
況
を
踏
ま
え
、
そ
れ
な
り
の
時
間
を
か
け
て
協
議
を
行
な
っ

て
お
り
（
金
融
・
商
事
判
例
一
六
一
四
号
四
二
頁
参
照
）、
形
式
だ

け
を
整
え
て
付
け
焼
き
刃
で
第
一
回
株
式
併
合
を
計
画
・
実
行
し
た

も
の
で
は
な
い
こ
と
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

「
公
正
性
を
担
保
」
し
て
い
る
か
否
か
は
、
採
用
し
た
措
置
に
よ
っ

て
定
型
的
に
決
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
利
益
相
反
関
係
の
あ
る
買
収

条
件
が
「
独
立
当
事
者
間
の
取
引
と
同
視
で
き
る
よ
う
な
公
正
な
手

続
を
経
て
い
る
と
評
価
で
き
る
こ
と
が
必
要
」（
白
井
・
前
掲
二
二

三
頁
）
と
な
る
。
本
件
に
お
い
て
も
、
独
立
し
た
第
三
者
委
員
会
が

ど
の
程
度
有
効
に
機
能
し
て
い
た
の
か
（
先
行
研
究
と
し
て
、
白
井

正
和
「
利
益
相
反
回
避
措
置
と
し
て
の
第
三
者
委
員
会
の
有
効
性
の

評
価
基
準
」
岩
原
紳
作
ほ
か
編
集
代
表
『
会
社
・
金
融
・
法
（
下
）』

（
商
事
法
務
、
二
〇
一
三
年
）
一
八
二
頁
以
下
、
白
井
・
前
掲
二
二

三
頁
な
ど
参
照
）、
と
い
う
実
質
的
な
観
点
か
ら
の
検
討
が
必
要
で

あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
利
益
相
反
関
係
は
、
そ
の
有
無
と
い

う
よ
り
は
程
度
を
問
題
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
利
益
相
反
の

程
度
に
応
じ
て
、
必
要
な
措
置
の
内
容
も
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
」

（
伊
藤
・
前
掲
一
六
二
頁
）
と
の
指
摘
は
、
当
然
、
本
判
決
に
も
当
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て
は
ま
る
（
Ｍ
Ｂ
Ｏ
と
同
一
の
規
制
で
よ
い
の
か
、
換
言
す
る
と
Ｍ

Ｂ
Ｏ
と
同
様
の
公
正
性
の
担
保
が
必
要
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
に

つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
検
討
が
必
要
と
な
る
。
先
行
研
究
と
し
て
加

藤
・
前
掲
論
文
参
照
）。

五　

第
一
回
株
式
併
合
に
お
け
る
端
数
処
理
交
付
見
込
額
を
も
っ
て

本
件
株
式
併
合
に
お
け
る
端
数
処
理
交
付
見
込
額
と
す
る
こ
と

　

本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
二
回
目
の
株
式
併
合
（
本
件

株
式
併
合
）
に
お
け
る
端
数
処
理
交
付
見
込
額
で
あ
る
。
本
判
決
は
、

第
一
回
株
式
併
合
手
続
お
よ
び
端
数
処
理
交
付
額
決
定
の
プ
ロ
セ
ス

に
関
し
て
、
公
正
性
を
担
保
す
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
認

定
す
る
。
そ
の
う
え
で
、「
第
一
回
株
式
併
合
と
日
時
が
近
接
し
、

株
式
併
合
の
目
的
を
同
じ
く
す
る
本
件
株
式
併
合
に
お
い
て
も
、
特

段
の
事
情
が
な
い
限
り
上
記
手
続
で
定
め
ら
れ
た
端
数
処
理
交
付
金

額
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
第
一
回
株
式
併
合
に
お
け
る

端
数
処
理
交
付
見
込
額
を
も
っ
て
、
本
件
株
式
併
合
に
か
か
る
端
数

処
理
交
付
見
込
額
と
し
た
Ｙ
の
措
置
を
追
認
し
て
い
る
。

　

先
行
評
釈
で
は
、「
機
会
主
義
的
行
動
を
抑
制
す
る
た
め
、
当
初

の
価
格
で
あ
る
と
こ
ろ
の
第
一
回
株
式
併
合
対
価
が
公
正
で
あ
る
な

ら
ば
、
第
二
回
株
式
併
合
も
同
額
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」（
得
津
・

前
掲
一
五
五
頁
）
と
し
て
、
本
判
決
の
結
論
は
肯
定
的
に
受
け
止
め

ら
れ
て
い
る
。
最
決
平
成
二
八
年
は
、「
公
開
買
付
け
公
表
後
の
事

情
を
考
慮
し
た
補
正
を
す
る
な
ど
し
て
あ
ら
た
め
て
上
記
株
式
の
取

得
価
格
を
算
定
す
る
こ
と
は
…
…
裁
判
所
の
合
理
的
な
裁
量
を
超
え

た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
判
示
す
る
。
裁
判
所
に
よ
る
株

式
の
取
得
価
格
の
事
後
的
な
「
補
正
」
は
、「
株
主
に
は
公
開
買
付

に
応
じ
ず
、
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
の
取
得
に
反
対
す
る
と

い
っ
た
機
械
主
義
的
な
行
動
を
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
与
え
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
ひ
い
て
は
本
来
企
業
価
値
を
高
め
る
望
ま
し
い

キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
ア
ウ
ト
が
不
当
に
阻
害
さ
れ
る
危
険
す
ら
生
じ
る
可

能
性
が
あ
る
」（
藤
田
・
前
掲
資
料
版
／
商
事
法
務
四
九
―
五
〇
頁
）

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
最
決
平
成
二
八
年
に
関
す
る
以
上
の
説
明
は
、

学
説
に
お
い
て
好
意
的
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
（
松
元
暢
子
「
最

決
平
成
二
八
年
判
批
」
神
作
裕
之
ほ
か
編
『
会
社
法
判
例
百
選
〔
第

四
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
一
年
）
一
七
七
頁
参
照
）。
前
述
し
た

本
判
決
に
肯
定
的
な
先
行
評
釈
も
こ
の
考
え
方
を
参
照
し
て
い
る

（
得
津
・
前
掲
一
五
五
頁
参
照
。
ま
た
、
飯
田
秀
総
「
株
式
買
取
請

求
・
取
得
価
格
決
定
事
件
に
お
け
る
株
式
市
場
価
格
の
機
能
」
商
事

法
務
二
〇
七
六
号
（
二
〇
一
五
年
）
四
四
頁
も
参
照
）。

　

以
上
の
「
機
械
主
義
的
な
行
動
」
を
抑
制
す
る
必
要
が
あ
る
と
い

う
理
論
的
な
説
明
は
、
本
判
決
に
も
妥
当
す
る
根
拠
と
な
る
で
あ
ろ

う
か
。
本
来
で
あ
れ
ば
Ｙ
か
ら
退
出
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
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た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
回
株
式
併
合
の
効
力
発
生
直
前
に
株
式

を
取
得
し
た
Ｘ
に
の
み
、
端
数
処
理
交
付
額
が
上
方
修
正
さ
れ
る
余

地
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
解
釈
論
は
、「
公
開
買
付
前
置
型
キ
ャ
ッ

シ
ュ
ア
ウ
ト
」
の
場
合
と
同
様
に
、
迅
速
か
つ
効
率
的
に
実
現
さ
れ

る
べ
き
非
公
開
化
取
引
を
阻
害
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
少
数
株
主

に
与
え
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
（
藤
田
・
前
掲
資
料
版
／
商
事
法

務
五
〇
頁
参
照
）。
少
数
株
主
の
機
械
主
義
的
な
行
動
を
抑
制
す
る

た
め
に
、
第
一
回
株
式
併
合
の
端
数
処
理
交
付
額
を
も
っ
て
、
本
件

株
式
併
合
の
端
数
処
理
交
付
見
込
額
と
す
る
こ
と
に
は
、
先
行
評
釈

の
指
摘
す
る
よ
う
に
合
理
性
が
あ
る
と
い
え
る
。

　

も
っ
と
も
、
繰
り
返
す
よ
う
に
、
本
件
は
公
開
買
付
を
前
提
と
す

る
事
案
で
は
な
く
、
株
式
買
取
請
求
権
の
行
使
が
問
題
と
な
っ
て
い

な
い
点
で
、
従
来
の
裁
判
例
・
学
説
が
念
頭
に
置
い
て
い
た
問
題
状

況
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
一
回
株
式
併
合
後
に
Ｙ
株

式
は
上
場
廃
止
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
参
照
す
べ
き
市
場
株
価

が
存
在
し
な
い
点
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
を
踏
ま
え
る

と
、
本
件
に
お
い
て
は
、
第
一
回
株
式
併
合
に
よ
っ
て
非
公
開
化
さ

れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
株
主
が
、（
そ
の
目
的
は
明
ら
か
で
は
な
い
も

の
の
）
株
式
併
合
の
効
力
発
生
前
に
Ｙ
の
株
式
を
買
い
集
め
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
Ｙ
社
に
残
存
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
特

殊
な
事
案
で
あ
る
点
も
重
視
す
べ
き
要
素
と
な
ろ
う
（「
例
外
的
な

ケ
ー
ス
で
な
い
限
り
、
公
開
買
付
と
キ
ャ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト
を
い
わ
ば

一
体
に
考
え
」
る
と
す
る
藤
田
・
前
掲
資
料
版
／
商
事
法
務
五
四
頁

の
議
論
参
照
）。

　

Ｘ
が
保
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
Ｙ
の
株
式
は
一
株
に
過
ぎ
な
い
も

の
の
、
Ｙ
と
し
て
は
、
一
刻
も
早
く
非
公
開
化
を
実
現
し
た
い
と
考

え
て
い
た
と
想
像
で
き
る
。
先
行
評
釈
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
本
件

株
式
併
合
と
第
一
回
株
式
併
合
の
間
に
は
「
時
間
的
な
近
接
性
」
が

認
め
ら
れ
、「
残
存
し
た
Ｘ
を
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
ア
ウ
ト
し
て
非
公
開

化
を
貫
徹
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
一
連
の
取
引
」（
受
川
・
前
掲

六
頁
。
判
旨
も
同
様
の
こ
と
を
述
べ
る
）
で
あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う

な
取
引
の
連
続
性
が
肯
定
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
第
一
回
株
式
併

合
に
関
す
る
端
数
処
理
交
付
額
を
も
っ
て
本
件
株
式
併
合
に
お
け
る

端
数
処
理
交
付
見
込
額
と
す
る
こ
と
も
、
少
な
く
と
も
本
件
に
お
い

て
は
正
当
化
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
第
一
回
株
式
併

合
に
か
か
る
端
数
処
理
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
本
件
株

式
併
合
は
第
一
回
株
式
併
合
後
ま
も
な
く
実
施
に
移
さ
れ
た
の
で
あ

り
、「
時
間
的
な
近
接
性
」
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
本

件
株
式
併
合
に
つ
い
て
も
あ
ら
た
め
て
公
正
性
を
担
保
す
る
措
置
が

と
ら
れ
て
い
な
く
て
も
、
そ
の
適
法
性
が
肯
定
で
き
る
。

　

本
判
決
は
、「
特
段
の
事
情
」
が
あ
る
場
合
に
は
第
一
回
株
式
併

合
に
お
け
る
端
数
処
理
交
付
額
と
な
ら
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
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言
及
す
る
が
、
こ
の
「
特
段
の
事
情
の
存
在
は
Ｘ
が
立
証
す
べ
き
で

あ
る
」（
受
川
・
前
掲
六
頁
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
件
の
よ
う

に
、
株
式
併
合
の
効
力
発
生
前
に
端
数
処
理
さ
れ
な
い
だ
け
の
数
の

株
式
を
取
得
し
た
者
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
に
、
二
回
目

の
株
式
併
合
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ

の
際
に
濫
用
的
な
株
式
買
取
請
求
権
が
行
使
さ
れ
る
お
そ
れ
は
、
少

数
派
株
主
側
に
立
証
責
任
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
当
程

度
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

六　

手
続
の
公
正
性
と
決
議
の
不
当
性

　

本
判
決
は
、
本
件
株
式
併
合
に
か
か
る
端
数
処
理
交
付
額
が
著
し

く
不
公
正
と
は
い
え
な
い
こ
と
を
も
っ
て
、
本
件
株
式
併
合
に
か
か

る
株
主
総
会
決
議
は
特
別
利
害
関
係
株
主
に
よ
る
著
し
く
不
当
な
決

議
と
は
「
認
め
ら
れ
な
い
」
と
端
的
に
結
論
づ
け
て
い
る
。
本
判
決

は
、
必
ず
し
も
会
社
法
八
三
一
条
一
項
三
号
の
要
件
を
明
示
し
た
う

え
で
当
て
は
め
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
や
や
検
討
が
不
十
分
な
印
象
を

受
け
る
。
そ
こ
で
決
議
の
不
当
性
の
問
題
を
や
や
詳
し
く
検
討
し
た

い
。

　

会
社
法
八
三
一
条
一
項
三
号
は
、
①
特
別
利
害
関
係
株
主
に
よ
る

議
決
権
行
使
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
②
決
議
の
内
容
が
「
著
し
く

不
当
」
で
あ
る
こ
と
と
い
う
二
つ
の
要
件
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る

（
岩
原
紳
作
編
『
会
社
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
19
』（
商
事
法
務
、
二
〇

二
一
年
）
二
六
四
頁
〔
岩
原
紳
作
〕、
受
川
・
前
掲
六
頁
参
照
）。
本

件
に
つ
い
て
み
て
い
く
と
、
ま
ず
、
①
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
ア
ウ
ト
後
も

Ｙ
の
株
主
と
し
て
残
存
す
る
Ａ
～
Ｄ
が
特
別
利
害
関
係
株
主
に
該
当

す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
異
論
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
（
受
川
・
前

掲
六
頁
参
照
）。
問
題
は
、
②
決
議
の
内
容
が
「
著
し
く
不
当
」
と

い
え
る
か
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
本
判
決
は
、
端
数
処
理
交
付

額
が
「
著
し
く
不
公
正
」
と
は
い
え
な
い
こ
と
を
も
っ
て
、
本
件
株

式
併
合
に
か
か
る
株
主
総
会
決
議
も
「
著
し
く
不
当
」
と
は
い
え
な

い
と
い
う
結
論
を
導
い
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
関
す
る
検
討
が
不
十

分
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

本
判
決
に
関
連
す
る
近
時
の
重
要
な
裁
判
例
と
し
て
、
東
京
地
判

平
成
二
二
年
九
月
六
日
金
融
・
商
事
判
例
一
三
五
二
号
四
三
頁
（
全

部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
の
事
案
）
が
あ
る
。
同
判
決
は
、
決
議
の

不
当
性
の
判
断
に
関
し
て
「
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
制
度
を
規

定
し
た
会
社
法
一
〇
八
条
一
項
七
号
、
二
項
七
号
、
一
七
一
条
な
い

し
一
七
三
条
が
、
多
数
決
に
よ
り
公
正
な
対
価
を
も
っ
て
株
主
資
格

を
失
わ
せ
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
単
に
会
社

側
に
少
数
株
主
を
排
除
す
る
目
的
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
足
り
ず

…
…
」
と
し
て
い
る
。
学
説
に
お
い
て
も
、
決
議
の
不
当
性
の
判
断

に
際
し
て
「
正
当
な
事
業
目
的
」
ま
で
必
要
か
議
論
が
あ
る
も
の
の
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（
受
川
・
前
掲
七
頁
、
舩
津
浩
司
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
ア
ウ
ト
―
全
部

取
得
条
項
付
種
類
株
式
・
株
式
併
合
」
神
田
秀
樹
編
『
論
点
詳
解
平

成
二
六
年
会
社
法
改
正
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
五
年
）
一
七
八
―

一
八
〇
頁
参
照
）、
少
な
く
と
も
支
配
株
主
に
よ
る
株
主
総
会
特
別

決
議
を
通
じ
た
非
公
開
化
取
引
を
制
度
的
に
認
め
、
こ
れ
に
関
す
る

裁
判
例
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
現
在
の
会
社
法
の
解
釈
論
と
し
て

は
、
単
に
「
少
数
株
主
を
排
除
す
る
」
と
い
う
目
的
が
あ
る
だ
け
で

は
、
決
議
の
不
当
性
は
認
め
ら
れ
な
い
と
解
す
る
こ
と
に
異
論
は
な

い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
（
江
頭
憲
治
郎
『
株
式
会
社
法
〔
第
八
版
〕』

（
有
斐
閣
、
二
〇
二
一
年
）
一
六
二
―
一
六
三
頁
注
（
三
六
）、
岩

原
・
前
掲
二
六
五
頁
参
照
。
非
上
場
会
社
の
事
案
で
あ
る
前
掲
・
札

幌
地
判
令
和
三
年
六
月
一
一
日
金
融
・
商
事
判
例
一
六
二
四
号
二
四

頁
も
「
株
式
併
合
に
よ
り
、
少
数
株
主
の
持
ち
株
数
が
一
株
に
満
た

な
く
な
り
、
株
主
と
し
て
の
地
位
を
失
う
と
い
う
結
果
が
生
じ
る
こ

と
自
体
は
、
会
社
法
が
予
定
し
て
い
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、

株
式
併
合
が
少
数
株
主
の
締
め
出
し
を
目
的
と
し
て
い
る
か
ら
と

い
っ
て
、
直
ち
に
同
法
の
趣
旨
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な

い
」
と
し
て
い
る
。
な
お
、
そ
も
そ
も
議
決
権
の
行
使
（
株
主
総
会

決
議
の
内
容
）
に
関
す
る
制
限
と
し
て
、
そ
の
「
目
的
」
に
着
目
す

る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
加
藤
貴
仁
『
株

主
間
の
議
決
権
配
分
』（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
七
年
）
六
八
―
七
〇

頁
参
照
）。
他
方
で
、「
目
的
の
正
当
性
が
ま
っ
た
く
問
題
と
な
ら
な

い
と
す
る
の
は
行
き
す
ぎ
」
で
あ
り
、「
濫
用
的
な
目
的
の
場
合
で
、

か
つ
、
そ
の
こ
と
を
少
数
株
主
が
立
証
で
き
た
場
合
に
ま
で
、
不
当

決
議
に
該
当
せ
ず
決
議
取
消
し
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
理
由
は
見

当
た
ら
な
い
」（
久
保
田
安
彦
「
判
批
」
商
事
法
務
二
〇
三
二
号

（
二
〇
一
四
年
）
一
一
〇
頁
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
本

件
の
よ
う
な
株
式
併
合
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。

　

も
っ
と
も
、
株
主
総
会
決
議
に
お
け
る
「
不
当
な
目
的
」
の
有
無

を
検
討
す
る
と
し
て
も
、「
不
当
性
の
基
準
を
一
律
に
求
め
る
の
は

困
難
で
あ
」
り
、「
株
式
併
合
の
理
由
、
多
数
派
株
主
の
意
図
」「
少

数
株
主
の
受
け
る
不
利
益
」
と
い
っ
た
事
情
を
「
総
合
考
慮
し
て
」

判
断
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
（
山
下
友
信
編
『
会
社
法
コ
ン
メ
ン

タ
ー
ル
4
』（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
九
年
）
一
四
七
頁
〔
山
本
爲
三

郎
〕。
同
様
の
議
論
と
し
て
、
鳥
山
恭
一
「
判
批
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー

六
七
三
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
一
七
頁
、
福
島
洋
尚
「
株
式
併
合
に

よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
ア
ウ
ト
」
上
村
達
男
ほ
か
編
『
企
業
法
の
現
代

的
課
題
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
五
年
）
四
九
一
―
四
九
二
頁
）。
本
件

に
つ
い
て
も
認
定
さ
れ
た
事
実
を
ベ
ー
ス
に
総
合
的
に
判
断
す
る
ほ

か
な
い
。

　

本
件
株
式
併
合
は
、
第
一
回
株
式
併
合
で
実
現
で
き
な
か
っ
た
目

的
を
完
遂
さ
せ
る
た
め
に
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。「
第
一
回
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株
式
併
合
の
延
長
線
上
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
目
的
の
不

当
性
お
よ
び
対
価
の
不
当
性
は
認
め
ら
れ
な
い
」（
受
川
・
前
掲
七

頁
）
と
先
行
評
釈
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
少
な
く
と

も
本
件
の
事
実
認
定
か
ら
少
数
株
主
を
不
当
に
害
す
る
意
図
が
あ
っ

た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
受
川
・
前
掲
七

頁
は
、
Ｙ
社
の
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
に
よ
っ
て
「
中
長
期
的
な
視
点
か

ら
株
主
と
経
営
者
と
が
一
体
と
な
っ
て
迅
速
か
つ
果
敢
に
意
思
決
定

で
き
る
経
営
体
制
を
構
築
す
る
た
め
に
Ｙ
社
を
非
公
開
化
す
る
正
当

な
目
的
が
詳
細
に
記
載
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
点
を
「
不
当
性
」
を

否
定
す
る
要
素
と
し
て
重
視
し
て
い
る
）。
本
判
決
に
お
け
る
裁
判

所
に
よ
る
審
査
は
実
態
を
踏
ま
え
た
検
討
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
不
十

分
な
も
の
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
も
の
の
（
四
参
照
）、
端

数
処
理
交
付
額
の
算
定
過
程
に
関
し
て
も
「
公
正
性
を
担
保
す
る
」

も
の
と
評
価
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
点
も
「
目
的
の
不
当
性
」

を
否
定
す
る
方
向
に
働
く
こ
と
に
な
ろ
う
（
前
田
修
志
「
判
批
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
三
八
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
〇
四
頁
は
、
全
部
取

得
条
項
付
種
類
株
式
の
事
案
で
あ
る
前
掲
・
東
京
地
判
平
成
二
二
年

九
月
六
日
に
関
し
て
「
対
価
が
著
し
く
低
廉
で
あ
る
こ
と
自
体
は
、

決
議
の
内
容
が
「
著
し
く
不
当
」
で
あ
る
と
の
判
断
に
お
け
る
重
要

な
要
素
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
」
と
指
摘
す
る
）。
本
判
決
の
認
定

事
実
、
お
よ
び
、
手
続
的
な
公
正
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
と
す
る
裁

判
所
の
評
価
を
前
提
と
す
る
と
、
本
件
株
式
併
合
に
つ
い
て
「
目
的

の
不
当
性
」
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
決
議
の
不
当

性
も
否
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
え
る
（
受
川
・
前
掲
七

頁
参
照
）。

七　

今
後
の
検
討
課
題

　

本
判
決
は
、「
Ｘ
は
、
本
件
各
決
議
に
お
い
て
、
本
件
株
主
ら
が

特
別
利
害
関
係
人
と
し
て
議
決
権
を
行
使
し
た
こ
と
に
よ
り
、
Ｙ
純

資
産
額
に
満
た
な
い
端
数
処
理
交
付
見
込
額
で
の
本
件
株
式
併
合
の

承
認
決
議
が
行
わ
れ
、
Ｘ
に
と
っ
て
「
著
し
く
不
当
な
決
議
」（
会

社
法
八
三
一
条
一
項
三
号
）
が
さ
れ
た
か
ら
、
か
か
る
事
実
が
決
議

取
消
事
由
に
当
た
る
旨
を
主
張
す
る
」（
下
線
部
は
筆
者
）
と
し
て
、

会
社
法
八
三
一
条
一
項
三
号
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
（
金
融
・

商
事
判
例
一
六
一
四
号
四
四
頁
）。
そ
し
て
、
本
判
決
は
本
件
株
式

併
合
の
端
数
処
理
交
付
見
込
額
が
著
し
く
不
公
正
と
は
い
え
な
い
こ

と
は
、
前
記
…
…
で
判
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
本
件
株
式
併

合
の
承
認
決
議
は
、「
著
し
く
不
当
な
決
議
」（
会
社
法
八
三
一
条
一

項
三
号
）
と
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
結
論
付
け
て
い
る
。
端
数
処
理

交
付
見
込
額
が
公
正
で
あ
る
か
否
か
の
問
題
が
、
株
主
総
会
決
議
の

不
当
性
の
問
題
の
中
で
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
非
上
場
会
社
に
お
け
る
事
案
で
あ
る
前
掲
・
札
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幌
地
判
令
和
三
年
六
月
一
一
日
金
融
・
商
事
判
例
一
六
二
四
号
二
四

頁
は
、「
そ
も
そ
も
株
式
併
合
に
つ
い
て
の
株
主
総
会
決
議
（
会
社

法
一
八
〇
条
二
項
）
に
お
い
て
は
、
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
に

つ
い
て
の
株
主
総
会
決
議
（
同
法
一
七
一
条
一
項
）
と
は
異
な
り
、

株
式
併
合
に
よ
り
株
式
の
数
に
一
株
未
満
の
端
数
が
生
じ
る
場
合
の

売
却
額
（
会
社
法
二
三
五
条
二
項
、
二
三
四
条
二
項
）
や
買
取
り
と

引
換
え
に
交
付
さ
れ
る
金
員
の
額
（
同
法
二
三
五
条
二
項
、
二
三
四

条
四
項
一
号
）
な
ど
は
決
議
事
項
と
は
さ
れ
て
い
な
い
」
と
し
て
、

「
本
件
株
式
併
合
に
よ
り
株
式
の
買
取
り
と
引
換
え
に
原
告
に
交
付

さ
れ
る
予
定
の
金
員
…
…
は
著
し
く
低
廉
で
あ
っ
て
、
…
…
本
件
決

議
は
「
著
し
く
不
当
な
決
議
」
に
該
当
す
る
と
主
張
す
る
」
原
告
の

訴
え
を
棄
却
し
て
い
る
（
金
融
・
商
事
判
例
一
六
二
四
号
三
四
頁
）。

会
社
法
の
条
文
上
、
株
式
併
合
に
か
か
る
端
数
処
理
の
対
価
の
決
定

は
、
取
締
役
会
設
置
会
社
で
は
取
締
役
会
の
権
限
と
な
っ
て
い
る
こ

と
（
会
社
法
二
三
五
条
・
二
三
四
条
四
項
五
項
）
を
踏
ま
え
て
判
断

し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

前
掲
・
札
幌
地
判
令
和
三
年
六
月
一
一
日
の
い
う
よ
う
に
、
株
式

併
合
に
お
け
る
端
数
処
理
交
付
（
見
込
）
額
は
そ
も
そ
も
株
主
総
会

の
決
議
事
項
と
は
な
っ
て
い
な
い
（
株
式
併
合
の
効
力
発
生
後
に
取

締
役
会
決
議
で
決
定
す
る
）。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
決
議
取
消

訴
訟
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
株
主
総
会
の
決
議
事
項
と
は
な
っ
て
い
な
い
も
の

の
、「
株
主
に
交
付
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
金
銭
の
額
及
び
当
該

額
の
相
当
性
に
関
す
る
事
項
」
と
併
せ
て
、
株
式
併
合
に
か
か
る
株

主
総
会
（
会
社
法
一
八
〇
条
）
に
先
立
つ
情
報
提
供
事
項
と
な
っ
て

い
る
（
会
社
法
一
八
二
条
の
二
第
一
項
・
会
社
法
施
行
規
則
三
三
条

の
九
）。
以
上
か
ら
す
る
と
、
端
数
処
理
交
付
見
込
額
に
つ
い
て
も

認
識
（
前
提
と
）
し
た
う
え
で
、
株
式
併
合
を
株
主
総
会
に
お
い
て

承
認
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
（
端
数
処
理
交
付
見
込
額
が

妥
当
で
な
け
れ
ば
株
式
併
合
を
否
決
す
る
は
ず
で
あ
る
）。
株
式
併

合
に
お
け
る
端
数
処
理
交
付
（
見
込
）
額
の
妥
当
性
の
問
題
を
、
株

主
総
会
決
議
の
内
容
（
目
的
の
不
当
性
）
の
問
題
と
し
て
取
り
扱
う

こ
と
が
で
き
る
の
か
（
本
稿
六
で
は
、
決
議
の
不
当
性
・
目
的
の
不

当
性
の
評
価
の
中
で
端
数
処
理
交
付
見
込
額
の
公
正
性
の
問
題
を
検

討
し
た
）、
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
（
実
際
の
端
数
処
理
交
付
額
は

株
式
併
合
の
効
力
発
生
後
に
取
締
役
会
決
議
で
決
定
さ
れ
る
。
金

融
・
商
事
判
例
一
六
二
四
号
三
四
頁
参
照
）。

堀
井　

拓
也

【
付
記
一
】

　

本
判
決
の
先
行
研
究
と
し
て
、
本
文
で
引
用
し
た
も
の
の
ほ
か
、
弥
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永
真
生
「
本
件
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
六
〇
号
（
二
〇
二
一
年
）
二

頁
、
林
孝
宗
「
本
件
判
批
」
新
・
判
例
解
説W

atch 

二
九
号
（
二
〇

二
一
年
）
一
五
九
頁
が
あ
る
（
い
ず
れ
も
本
稿
で
は
検
討
し
て
い
な
い
、

本
件
株
式
併
合
に
か
か
る
株
主
総
会
招
集
通
知
の
瑕
疵
に
関
す
る
判
示

事
項
を
検
討
す
る
も
の
）。

【
付
記
二
】

　

脱
稿
後
、
本
決
定
の
評
釈
と
し
て
尾
形
祥
「
本
件
判
批
」
私
法
判
例

リ
マ
ー
ク
ス
六
四
号
（
二
〇
二
二
年
）
七
八
頁
が
公
表
さ
れ
た
。「
株

主
総
会
の
決
議
事
項
で
は
な
い
端
数
処
理
交
付
見
込
額
が
著
し
く
不
公

正
で
あ
る
こ
と
か
ら
決
議
の
不
当
性
を
直
ち
に
導
き
出
す
べ
き
で
は
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」（
八
一
頁
）
と
し
て
、
本
判
決
の
結
論
に
賛
成

す
る
。

【
付
記
三
】

　

脱
稿
後
、
本
決
定
の
控
訴
審
判
決
で
あ
る
東
京
高
判
令
和
三
年
九
月

二
一
日
金
融
・
商
事
判
例
一
六
三
九
号
一
三
頁
が
公
刊
さ
れ
た
。
控
訴

は
棄
却
さ
れ
て
い
る
。


